
被通報者の不正行為・不
正使用の通報（告発含
む）

通報（告発）の受付窓口の設置状況

通報者

（最高管理責任者までのフロー図）

受付窓口

法人企画調整課

電子メール、書面、電話、
ファックス、面談のいずれ
かによる

公益通報責任者
法人事務長

最高管理責任者（理事長）
統括管理責任者（学長）

調査の申し立ての受領
（内容）

報　告


